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（１）計画の全体図 

次の５つの基本的方向性のもと、16 の基本施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５．施策体系 

基本的方向性 基本施策 

①「総合的な学力」の育成 

５．よりよい教育環境の充実 

４．学校・家庭・地域が連携・協働する

教育の推進 

３．安全・安心な学びの場づくり 

１．未来を切り拓く力の育成 

２．学校力・教師力の向上 

②グローバルに活躍できる力の育成 

③超スマート社会（Society5.0）で活躍できる力の育成 

④豊かな心の育成 

⑤健やかな体の育成 

⑥特別支援教育の推進 

⑦つながる教育の推進 

⑧学びの機会の確保 

⑨学校マネジメント力の向上 

⑩信頼される教員の育成 

⑪えがおあふれる学びの場づくり 

⑫子どもの安全確保 

⑬ひろがる教育の推進 

⑭生涯にわたる学習環境の充実 

⑮教育環境の整備 

⑯学校施設の整備 
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（２）計画の推進に係るイメージ図 
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（３）計画の見方 

基本的方向性ごとのねらいを示したうえで、基本施策ごとに、「現状と課題」、「施策の方向性」、

「成果指標」を明らかにし、計画期間中に取り組む「主な取組」について記載しています。 

   

 

 
     

基本的方向性 
「ひとづくり・まなび・ゆめ」の教
育理念のもと、堺市のめざす教
育像を実現するために取り組む
方向性、そのねらいを示してい
ます。 

基本施策 
基本的方向性を実現するために取り組む
施策を示しています。また、各基本施策に
関連する SDGs の目標を示しています。 

現状と課題 
基本施策に関連する国や
堺市の現状と課題を示して
います。 
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施策の方向性 
「現状と課題」をふまえて、
施策の取り組むべき方向
性を示しています。 

成果指標 
取組を行う際に目標とする指標で
す。施策の方向性に対する意識を
もつことを重視したうえで取組を推進
するため、指標を設定しています。 

主な取組 
施策の方向性の実現に向
け、取り組む具体的な取
組を示しています。 
 
※本プランに基づき、別に
策定する実施プログラムに
て、毎年、個々の事業の
進捗状況を確認していきま
す。 


